
国道１２６号 工事に伴う高さ制限について

（問い合わせ先）
千葉市建設局土木部
土木保全課 長寿命化修繕班
TEL 043-245-5289

国道１２６号（野呂第２歩道橋・千葉市若葉区野呂町地内）において
歩道橋補修工事を行うため高さ制限を行います。ご不便、ご迷惑をお掛け致
しますが、ご理解とご協力をお願い致します

規制期間中は高さ４ｍを超える車両は
常時通行できなくなります。

迂回いただきますようお願いいたします。

規制予定期間：令和6年6月4日～令和6年 9月19日まで（変更前)
令和6年6月4日～令和6年11月29日まで（変更後）
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